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新潟県電気工事工業組合

『庭園の中の太陽光発電所』
撮影場所・撮影日／見附市坂井「坂井太陽光発電所」　平成27年５月

【コメント】
　太陽光発電所というと休耕地に並んだ太陽光パネルを思い浮かべ
ると思いますが、ここは、そんなイメージを感じさせない庭園と太
陽光パネルが融合したまったく新しい空間でした。 
　長岡支部組合員㈱あかりテックは、郷土の偉人・俳人の佐野良太の
生家を多目的利用が可能な太陽光発電所として再生しました。
　離れの家屋を癒しの空間「あかり」として再現し、土蔵の中では
夜間電力を利用した野菜の水耕栽培も行われています。「坂井太陽光
発電所」は、未来を創造する憩いの空間でした。

撮影者／新潟県電気工事工業組合　長岡支部　　大桃　光男　氏
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　「電気使用安全月間（経済産業省主唱）」が本年も 8月 1日から 31 日までの１ヶ月間、全国

で一斉に実施された。

　本運動も本年で 35 年目を迎え、当工組では電気安全啓発キャラバン隊を編成して、県庁・

NHK新潟放送局・東北電力㈱新潟支店等を訪問したほか、本年度の重点地域である村上支部

管内を巡回して、地域社会に視点をおいた電気使用安全に関する啓発並びにＰＲを行った。

　当工組では 8 月の電気使用安全月間運動の一

環として、7 月 27 日に吉田副理事長、横田副理

事長、齊藤副理事長、並びに齊藤技術委員長等

で、新潟県庁に泉田知事、NHK新潟放送局に坂

本局長、東北電力㈱新潟支店に武田支店長を訪

問して、それぞれ趣意書を手渡し、電気使用安

全月間運動について理解と協力を要請した。

　なお、新潟県庁では泉田知事から、電気柵に

よる感電死亡事故を踏まえ、安全啓発に組合に

も協力をお願いしたいとの要請があり、吉田副

理事長より安全対策の周知に組合でも取組む考

えを示した。

　また、7月29日には平成27年度の電気使用安

全啓発キャラバンの重点地域である村上支部管

内で、県本部から齊藤副理事長並びに齊藤技術

委員長、村上支部から小田支部長、髙野副支部

長、小池技術委員長、並びに支部組合員の近関

川村村議、及び事務局 2 名の総勢 8 名でキャラ

バン隊を編成して、村上市に鈴木副市長、関川

村に平田村長、東北電力㈱村上営業所に阿部所

長をそれぞれ訪問し、本月間運動について趣意

書を手渡して協力を要請した。

　また、昨年度に引続いて感震装置・避雷器取

付推進運動を展開し、村上支部管内で約 15,000

枚のチラシを配布して、電気事故の未然防止を

呼びかけるなど多彩な行事を実施した。

　一方、各支部でも支部独自の企画のもと「一般

家庭を主軸にした活動」を全面的に展開し、PR

リーフレット、チラシ、ウチワ等を一般需要家

に配布し、電気の安全使用についての PR につ

とめた。

電気安全啓発キャラバン隊、今年の重点地域村上支部管内を巡回

昨年度に引続き感震装置・避雷器取付推進運動を展開！

県本部キャラバン隊
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東北電力㈱村上営業所　阿部所長に趣意書を手交

泉田新潟県知事を表敬訪問 平田関川村村長に趣意書を手交

東北電力㈱新潟支店　武田支店長に趣意書を手交 NHK新潟放送局　坂本局長に趣意書を手交

10月は、 受信環境クリーン月間 です。

信越受信環境クリーン協議会では、テレビやラジオをきれいな画面や音声でお楽しみいただける

よう受信障害に関するご相談を受け付けています。

テレビやラジオの受信障害でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

　＜問合せ先＞
　　　信越受信環境クリーン協議会　事務局　　TEL 026－234－9991　FAX 026－234－9999

鈴木村上市副市長に趣意書を手交
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平成27年度

電気保安功労者表彰
　8月27日（木）午前11時より、仙台市ホテル白
萩において、経済産業省　関東東北産業保安監
督部東北支部長の出席のもと「平成27年度電気保
安功労者表彰式」が挙行され、電気保安の確保
に顕著な功績のあった事業場及び個人を表彰した。
　当工組より、電気工事業者の営業所の部で株
式会社平山電気商会、並びに個人の部の電気工
事士の部で株式会社大原電機商会　大原義弘
氏、個人の部の電気保安関係永年勤続者の部で
株式会社有坂電機　有坂友栄氏が永年にわたり
電気保安の確保に顕著な功績があったとして表
彰された。

▼電気安全東北委員会委員長表彰
―…電気工事業者の営業所の部…―

　株式会社　平山電気商会
　　代表取締役社長
　　　小田　保積　氏

… （村上支部）

▼電気安全東北委員会委員長表彰
―…個人の部の電気工事士の部…―

　株式会社　大原電機商会
　　代表取締役社長
　　　大原　義弘　氏

… （三条支部）

▼電気安全東北委員会委員長表彰
―…個人の部の電気保安関係　　　
　　　　　永年勤続者の部…―

　株式会社　有坂電機
　　代表取締役
　　　有坂　友栄　氏
… （燕支部）

平成27年度

建 災 防 表 彰
　7月30日（木）午後1時30分より、ANAクラウンプラザ
ホテル新潟において、第49回新潟県建設業労働災
害防止大会が開催され、席上表彰式が挙行された。
　当工組より、優良事業場の部で株式会社新栄
電業、個人功績の部で三井英治氏が各々永年に
わたり事業場等の労働安全確保に顕著な功績が
あったとして表彰された。
　また、職長の部で山内司氏が永年にわたり事
業場の安全衛生の向上に顕著な功績があったと
して表彰された。

▼優良事業場賞

　株式会社　新栄電業
　　代表取締役
　　　木我　伸一　氏

… （柏崎支部）

▼個人功績賞

　横尾電気工事　株式会社
　　代表取締役
　　　三井　英治　氏
… （上越支部）

▼職　長　賞

　株式会社　研電舎小出営業所
　　取締役配電部部長
　　　山内　　司　氏
… （魚沼支部）
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　皆様は『八角神輿』という神輿をご存知でしょ
うか。十日町の総鎮守諏訪神社の御神輿様がこ
の八角神輿です。今から 220 年前、江戸時代に京
都の宮殿師が作ったものが納入され、全国でも
とても珍しく、京都の西御座の神輿、東京の佃島
の神輿と並んで、日本を代表する三大神輿です。
　今年は 220 年祭で、『八角神輿 220 年祭記念渡
御行列』が挙行されました。諏訪様本神輿と各町
内の子供神輿 9基も交え、500 人余りの 1キロに
もなる大行列でにぎやかにお祝い致しました。
　『十日町おおまつり』は総鎮守諏訪神社の秋季
大祭が大きく発展したもので、江戸時代からの機

（はた）文化を背景に京都で作られた八角神輿と
ともに、五穀豊穣を願い収穫を祝う歓びの祭りと
され受け継がれてきたのです。掛け声も珍しく、
「お祝い！お祝い！」が訛って「おいよい！おいよ
い！」となったと言われています。練り歩くもの
すべての掛け声が「おいよい !おいよい！」です。

　毎年 8 月 25 ～ 27 日の 3 日間、十日町市の目
抜き通りは『十日町おおまつり』の熱気の渦に
包まれます。25 日、掛け声と共に闇の中から色
取り取りの明石万灯（あかしまんとう）が現れ
ます。各町内・団体で 10 数基になる万灯は、個
人名や屋号の入った提灯がずらりと並び、色々
なからくりを披露します。また、万灯に描かれ

た絵はとても見事なものです。
万灯が練り歩いた後、総勢 1000 人以上の民謡流
しが始まります。その後、地元住民や芸鼓さんた
ちによる踊りや歌が披露される上町・宮下・下
町と、『三俄か（さんにわか）』の競演で祭り初
日の夜は遅くまで賑わいます。
　26・27 日と二日間、午前中は各町内の子供神輿
が行われます。「おいよい！おいよい！」と神輿
の綱を引く元気な子供達がとても頼もしいです。
午後からは氏子町内を本神輿が練り歩きます。熱
く激しくぶつかり合う『荒神輿』の始まりです。
　27 日、最後の氏子町内の渡御を終えると、メイ
ンストリートでは祭りを終わらせたくなく、神
輿の担ぎ手が勇壮な揉み合いを演じます。2時間
以上に及ぶ激しいぶつかり合いは、見物客の目
を捕らえて離しません。無事に鳥居をくぐった
御神輿様は、急な坂道を世話人・一般市民の引
くロープで、担ぎ手・氏子により本殿に戻され
ます。三本締めで花火が上がり、ここで 3 日間
のお祭りが終わるのです。

　しばらく耳から離れない祭り囃子と、「おいよ
い！おいよい！」の掛け声は、夏が終わる寂し
さを感じさせます。祭りが終わると秋が来る…。
　全国でも珍しい八角神輿は、高台にある諏訪神
社本殿に祭られています。是非一度、ご覧下さい。

十 日 町 支 部

夏の終わり

俄か

本神輿
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　今年 2015 年で 28 回目を迎える新潟県佐渡市

の野外フェスティバル、アース・セレブレーショ

ン。佐渡・小木地区を拠点に国際的な公演活動

を展開するプロ和太鼓集団「鼓童」が開催して

います。今年は 8 月 21 日から 23 日に開かれま

した。

　丘の上の豊かな自然に囲まれた美しい野外空

間で、3日間にわたって繰り広げられる「城山コ

ンサート」がメインイベントとなっています。

世界各地から招いた様々なジャンルのアーティ

ストとコラボレーションする趣向となってお

り、他のコンサートでは味わえない特別な雰囲

気が楽しめます。金・土・日と 3 日間、夕暮れ

から始まるコンサートは日ごとに異なる演目と

演出なので、それぞれに特長があり、3日間楽し

めます。

　高台の芝生広場が会場なので、全席自由と

なっています。ただし狭くて急な上り坂を行く

ため、当日午前中にチケットとは別に色別整理

券が配られ、速く受け取った人から順番に少人

数に分けて入場する仕組みとなっています。お

子様連れやお年寄りも、楽しみに来てくれた全

ての人に心地よく過ごしてもらうための配慮だ

そうです。夕方になると露が降りるので敷物は

必須。それぞれお弁当や飲み物を持って花火見

物のような、のんびりした雰囲気で楽しめます。

　コンサートも佳境に入ると、立ち上がって音

楽に合わせて身体を動かしたい方には、ステー

ジの両脇にダンスエリアが設けてあります。

　また、小木みなと公園ではハーバーマーケッ

トが行われています。手作り工芸品や世界各地

の物産、飲食店が軒を連ねています。3日間とも

10 時から 23 時まで賑わいます。

　佐渡が熱気にあふれた 3日間となりました。

〔鼓　童〕

　太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能に無限の

可能性を見いだし、現代への再創造を試みる集

団。1981 年のデビュー以来、世界 46 ヶ国で通算

3,500 回を超える公演を行っており、1 年の 3 分

の 1ずつを海外、国内、佐渡で過ごす日々を送っ

ている。1988 年よりアース・セレブレーション

を開催している。

佐 渡 支 部

アース・セレブレーション

ハーバーマーケット会場イベントPR車
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　6 月 27 日（土）に恒例の青年部支部間交流親

善スポーツ大会が三条市の「栄体育館」にて開

催されました。今年度は三条支部青年部が主管

となり、県下全 13 支部から 131 名の青年部会員

が集結しました。当日は、H23 年にできた新し

い体育館で、熱戦が繰り広げられました。開会

式では、県青年部の星野会長、地元三条支部の

関川副支部長よりご挨拶をいただき、昨年度の

新津大会で優勝した新津支部青年部よりトロ

フィーが返還されました。その後、ラジオ体操・

ストレッチを行い、全 11 チーム（村上・燕、小

千谷・十日町は合同チーム）で予選が始まりま

した。

　予選は 3 ブロックに分かれリーグ戦にて行わ

れ、各リーグを勝ち残った 6 チームはくじ引き

によりトーナメント戦の対戦が決まりました。

　決勝まで勝ち残ったのは村上・燕支部青年部

合同チームと新潟支部青年部。一進一退の白熱

した試合を村上・燕支部青年部合同チームが制

し優勝しました。準優勝は、新潟支部青年部。第

3位は新津支部青年部と小千谷・十日町支部青年

部合同チームでした。

　熱戦の後は、田上町湯田上温泉ホテル小柳に

場所を移して会員交流会が開催され、101 名が参

加しました。途中、優勝した村上・燕支部青年

部合同チームに賞状・トロフィー、2位～ 3位の

チームに賞状が授与され、また恒例の次回開催

地を決定する余興も行われました。今回、初め

ての試みで「他支部の会員とより交流する」こ

とを目的に、懇親会の席をくじ引きで決定しま

したが、評判は良かったようです。青年部会員

が一堂に会する年に一度のこの行事で、今年も

多くの仲間と交流を深め、大いに盛り上がりま

した。次回開催地は魚沼です。来年度の魚沼大

会での熱戦が早くも期待されます。

県 青 年 部

青年部支部間交流親善ソフトドッヂボール大会を開催
各支部青年部会員131名が集結！

村上・燕支部青年部合同チームが優勝！

優勝　村上・燕支部青年部合同チーム 2位　新潟支部青年部
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　新潟支部青年部では去年より「新潟まつり民
謡流し」に参加しております。
　参加者は、新潟支部青年部は当然の事、吉田
支部長を始めとする新潟支部、西村事務局長を
始めとする県本部及び電気安全サービス、更に
は賛助会員まで総勢 50 名を超え、まさに「一大
イベント」とも呼べる企画となっています。
　当日までには担当委員会が万燈を制作した
り、新潟まつり実行委員会の打合会に参加した
り、出張で新潟甚句の踊り指導を行ったり、浴
衣の着付け講習を行ったりと様々な準備をいた
しました。そして当日を迎え、民謡流しで皆さ
んと一緒に大いに楽しむ中でも一番盛り上がっ
たのが開催前に行う決起会です。ここには当青
年部の顧問をお願いしている新潟市議会議員の
渡辺様にもお越しいただいております。また日
頃身近にいてもなかなか接する機会のない方々

とも男女揃いの
浴衣で「新潟ま
つり民謡流しに
参加する」とい
う一つの目的に
向けて決起し、
そして民謡流し
を皆で一緒に踊
ることで、結束
力を強くしたこ
とは言うまでも

ありません。
　そして今、結束力を高めているもう一つの取
組みが「サイボウズチェーンメール」です。
　それは県青年部品田前会長が H25 年度に県青
年部で当時は「じぇじぇじぇ」と呼んで行って
いたものを今回新潟支部青年部で採用しまし
た。どんな内容かというと、サイボウズに日頃
の何気ないことを書き込んで次の人を指名し、
メールをまわしていくというゲームで、指名さ
れた人は 3 日以内のうちに新たなスレッドを立
ち上げ、コメントを書き、次の人を指名しない
と罰ゲームが科せられます。これにより普段サ
イボウズを見ていなかった方が見るようにな
り、使い方がわからない方が使い方を覚える
きっかけとなりました。
　ただ、ここまでは想定していたのですが、嬉
しい相乗効果がありました。普段の何気ない事
の書き込みによりいつもは見えない部分を見せ
てくれることで新たな違う一面に気づけたり、
それにコメントを返すことで、次に会う時に距
離が縮まっていたりと、当初の目的はサイボウ
ズの使用促進でしたが、既読率が向上すると共
に皆さんが更に仲良くなったこと、さらに今ま
で 100％出席率の事業がなかった中、全員が関わ
り全う出来たこと、この 2 点は大きな収穫だっ
たと思います。
　この結果の裏には、新潟支部青年部の佐久間
会長を始めとする理事の努力もありました。
日頃サイボウズを活用していない会員には直接
連絡を取り参加をお願いしたり、使い方がわか
らない会員の会社まで訪問し使い方を説明した
りしたことの結果なのだと思います。
　そんな会長の下、今、新潟支部青年部はかなり
結束力が増しております。この結束力を基に、こ
れからの新潟支部青年部を背負っていく若い人
たちを教育し、新しい会員を増やし、人材減少傾
向にある今を乗り切っていきたいと思います。

新潟支部青年部

「新潟まつり民謡流し」への参加と
「サイボウズチェーンメール」で結束力が強化
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　十日町支部青年部では 7月 31 日に納涼・新会

員歓迎会を行いました。今年度の総会で前佐藤

会長を含む 2 名が青年部を卒業、新会員として

村尾猛さんが入会され、現在十日町支部青年部

は会員数 17名となりました。新会員歓迎会には、

東北電力さん、問屋さんから 2 名ずつ出席して

いただき、豪華賞品争奪計量ゲーム大会で盛り

上り親睦を深めました。

　今後、会員減少、新会員の確保が課題となり

ますが、青年部会員みんなで協力して活動する

ことで、電気工事業界、電気工事工業組合をＰ

Ｒしていきたいと思います。

　また、十日町市では毎年 10 月中旬の土曜、日

曜日に、本町 6 丁目クロステン・キナーレにお

いて十日町の企業 PR ブースや地元 B 級グルメ、

音楽＆ダンスステージなど、様々な十日町を体

験できるイベント「十日町産業フェスタ」が開

催されています。

　十日町支部青年部では今年も、東北電力さん

と、地元大工さんの「妻有住まいを創る会」の一

画をお借りして、LED照明や省エネ電気機器の

ＰＲを兼ねた IHクッキングヒーターによるコー

ヒー、ポップコーンのチャリティ喫茶の営業を

予定しています。隣では大工さんの木工教室、足

湯コーナーなどあり、小さい子供さんからお年

寄りまで楽しめるスペースとなっています。

　皆さまどうぞ遊びにきてください。

十日町支部青年部

活　動　報　告

納涼・新会員歓迎会

Ｈ26年　開催の様子
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　佐渡支部青年部は今年も佐渡高等職業訓練校

からの依頼を受け、第二種電気工事士の資格取得

をめざす受験生に実技指導を行いました。

　指導期間は、平成 27年 6月 9日から 7月 17日

の約一カ月、仕事が終わった 18：30 から 21：00

までの指導でした。受験生は20代前半から50代

前半、仕事上資格が必要な方、趣味で取得する方、

転職を考えて取得する方と総員 16名。

　筆記試験の講義は青年部には指導できる人が

残念ながら…東北電気保安協会の方へ（笑）

　とても講義内容がよく16名中13名が合格しま

した。

　それから、私たち佐渡支部青年部は、岡部電気

の岡部さんを中心に実技指導を行いました。前

半はケーブルの皮むき、接続方法、配線器具の接

続、複線図の描き方、後半は試験課題をひたすら

作るという内容でしたが、受験生全員ギラギラ

した目で講義を受けていました。最初は…（笑）

　途中で嫌になったのか講義に来なくなった方

もいましたが、その受験生と電話連絡がとれ、講

義に来て岡部講師のマンツーマン指導を受け、遅

れを取り戻すのに必死にがんばっていました。

　講義終盤にもなると、ほぼ全員が課題を完成

できていました。実際に電源を接続、電球を取付、

点灯試験、電球が点灯した時のニヤニヤした顔、

ホッとした顔、あと少しで短絡事故（笑）と自信

をつけてもらうように工夫もしました。もちろん、

電気の恐ろしさも！！あとは軽欠陥をどれだけな

くせるかチェックを厳しく指導しました。

　結果は…聞いてとてもびっくり！！13名全員

が合格しました。

　年上、年下関係なく人に教えてもらう事、また

教える難しさ、仲間意識といろいろ刺激を受けた

実技指導でした。また来年、再来年とずっと続け

ていきたいなと実感しました。

　それと、この課題が絶対出ますと大嘘ついてご

めんなさい。（笑）

　受験生の皆様、本当におめでとうございます。

佐渡支部青年部

刺激を受けた第二種電気工事士実技指導
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組 合 員 の 変 更
平成27年₇月～平成27年₉月組合提出分

支　部 事　 業　 所 変更箇所 変　 更　 前 変　 更　 後

新 潟 コープエンジニアリング㈱ 代表者 柴田　由昭 関　　則夫

㈲丸田電気工事 代表者 丸田　　武 丸田　博樹

三 条 ユニオン電設㈱ 代表者 山田　富義 大原　義弘

燕 ㈱サイトウ電設 商 号 ㈲サイトウ電設 ㈱サイトウ電設

　　 代表者 斎藤　　弘 齋藤　雅弘

長 岡 赤川電設 商 号 ㈲赤川電設 赤川電設

柏 崎 ㈲小池電気商会 代表者 小池　　弘 小池　善一

㈱サンテック 住 所 〒945-1341 〒945-0114
柏崎市茨目2604-6 柏崎市大字藤井1286-2

戸田電気 住 所 〒945-1436 〒945-1117
柏崎市大字宮之窪4904 柏崎市大字宮之窪3499

上 越 曹和化工建設㈱ 代表者 根本　育男 森田　和男

※　県本部宛変更届提出分について掲載しております。

組 合 員 の 異 動
平成27年₇月～平成27年₈月理事会承認分

日　付 支　部

H27．7．16 脱 退 燕 遠藤電気商会

H27．8．31 新 規 十 日 町 タナベ防災㈱
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家庭用太陽光発電システム設置事業者の 

販売促進の取り組み経費を助成します 
事業計画書・交付申請書提出期限を、平成 27 年 11 月 30 日（必着）まで延長しました。 

 

～ 平成 27 年度 新潟県家庭用太陽光発電導入促進事業補助金の募集 ～ 
【事業の目的】 

新潟県家庭用太陽光発電導入促進事業補助金は、 

Ⅰ．家庭用太陽光発電システム（以下、「システム」）の設置工事を元請けとして行う事業者

で平成 27 年度のシステム設置件数が平成 26 年度のシステム設置件数を上まわる事業

者 

Ⅱ．上記Ⅰの補助事業に取り組む事業者で、新たな販売促進活動（新規又は平成 26 年度の

取り組みの拡充）によりシステムの導入促進を図る事業者 

に対して補助金を交付し、システム導入を促進し、県内の再生可能エネルギーの導入拡大を図

ることを目的としています。 

 

Ⅰ．システムの設置に係る補助 
 

【補助の内容】 

補助対象 

事業者 

補助の対象となる事業者は、新潟県内に事業所※1 が存在し、元請け※2 として太陽

光発電システムを設置する事業者となります。 

事業計画書 

の作成 

補助希望事業者は太陽光発電システムの販売を促進させる取り組み（販売価格低

減、アフターサービス、販売促進等）、及び平成 26 年度元請け設置件数※3、H27

年度元請け設置予定件数※4 を記した事業計画書を作成して提出してください。 

事業計画書 

提出期間 
平成 27 年 5 月２０日 ～ 平成 27 年 11 月 30 日（必着） 

事業計画の 

公表 
提出された事業計画の基本情報を公表し、広く県民に周知します。 

補助の要件 

次の要件を全て満たす場合、補助金を交付します。 

①平成 27 年度の元請け設置件数が 3 件以上 

②平成 27 年度の元請け設置件数が、平成 26 年度の元請け設置件数を超えた

場合 

補助金申請

の受付期間 

平成 27 年 5 月２０日 ～ 平成 28 年 3 月 14 日（必着） 

平成 26 年度の元請け設置実績件数を超えた時から、順次申請できます。 

但し、1 事業所あたり補助上限件数は 10 件とします。 

補助額 

補助対象となるシステムを設置した地域により、 

・平野部※5：@2 万円／1kW（豪雪地帯特別措置法で豪雪地帯に指定されている市町村） 

・山間部※6：@2.5 万円／1kW（豪雪地帯特別措置法で特別豪雪地帯に指定さている市町村）

で、算出します。 

補助件数 全体で約 310 件補助予定（予算が無くなり次第終了します。） 

※１）新潟県内に支店等複数の事業所がある場合は事業所単位での申請でも構いませんが、その事業

所の代表者の名前で施主と契約する場合となります。また、新潟県内に事業所があれば、本社

は県外でも構いません。 

※２）「元請け」とは、太陽光発電システムを設置する施主と直接契約をすることです。販売店等が契

約したシステムを請負で設置する場合は対象となりません。 

※３）平成 26 年度元請け設置件数は、平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 16 日の間に電力受給

を開始した 10kW 未満の元請け設置件数とする。（平成 27 年 3 月 17 日～平成 27 年 3 月

31 日の間に電力受給を開始した 10kW 未満の元請け設置件数は除く。） 

※４）平成 27 年度元請け設置予定件数は、平成 27 年 4 月 1 日以降に電力受給を開始する 10kW

未満の元請け設置予定件数とする。 

※５）「平野部」とは、豪雪地帯特別措置法（昭和 37 年 4 月 5 日法律第 73 号）において豪雪地帯

に指定を受けている県内市町村で、具体的には、新潟市、新発田市、見附市、燕市、阿賀野市、

佐渡市、聖籠町、弥彦村、田上町、出雲崎町、刈羽村、粟島浦村となります。 

※６）「山間部」とは、豪雪地帯特別措置法（昭和 37 年 4 月 5 日法律第 73 号）において特別豪雪

地帯に指定を受けている県内市町村で、具体的には、長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加

茂市、十日町市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、

阿賀町、湯沢町、津南町、関川村となります。 

Ver.2
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Ⅱ．販売促進活動に係る補助（新設） 

 
【補助の内容】 

補助対象 

事業者 

補助の対象となる事業者は、前記Ⅰ．システムの設置に係る補助事業に取り組む

事業者で、新たな販売促進活動（新規又は平成 26 年度の取り組みの拡充）によ

りシステムの導入促進を図る事業者となります。 

補助対象 

経費 

システムの導入促進を図るための新たな販売促進活動に要する経費のうち、会場

借上費、会場設営費、広告宣伝費、通信運搬費、展示品等輸送費 

 ※補助対象経費は、消費税抜きの金額であること。 

交付申請書 

の作成 

補助希望事業者は太陽光発電販売促進活動の概要、経費の内訳、補助金交付申請

額等を記した補助金交付申請書（兼事業計画書）※1 を作成して提出してください。

交付申請書 

提出期間 
平成 27 年 5 月２０日 ～ 平成 27 年 11 月 30 日（必着） 

補助の要件 

次の要件を全て満たす場合、補助金を交付します。 

①前記Ⅰ．システムの設置に係る補助事業に取り組む事業者であること。 

②補助対象となる新たな販売促進活動（新規又は平成 26 年度の取り組みの拡充）

の実施日、請求及び支払日が補助金交付決定日以降であること。※2 

補助金申請

の受付期間 

補助金交付決定日以降 ～ 平成 28 年 3 月 14 日（必着） 

事業計画に基づく新たな販売促進活動が終了し、支払いが完了した時点から申

請できます。 

補助額 

①今年度に新たに取り組む販売促進活動に要する経費の２分の１以内（1,000 円

未満の端数は切り捨て）。 

②1 事業者あたりの補助金交付申請額の上限は 30 万円とし、補助金交付決定後

の補助金申請額は補助金交付決定額を上限とします。 

補助件数 約 15 事業者補助予定（予算が無くなり次第終了します。） 

※１）Ⅰ．システムの設置に係る事業計画書も事前又は同時に提出していること。  

※２）補助金交付決定日前に実施（支払い）した新たな販売促進活動は補助対象とはなりません。 

 

 

※その他、Ｑ＆Ａは、補助金専用ホームページもご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

新潟県電気工事工業組合 太陽光補助金係 

新潟市中央区上大川前通 6番町 1203  電話 ： 025-229-4101  FAX : 025-223-7321  

E-Mail : ndkk@dkkni.or.jp 

    補助金専用ホームページ ： http://www.chuokai-niigata.or.jp/ndkk/solar-hojo/ 

（新潟県電気工事工業組合 HP からリンクあり） 
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ガス設備の
違法撤去は
絶対禁止！絶対禁止
再徹底のお願い

 ガス設備の工事を

 無資格者が行うことは

「重大な法律違反」
です。

ＩＨクッキングヒーターやエコキュート等への取替時にガス設備の撤去を伴

う場合、「その工事は液化石油ガス整備士（LPG）、簡易内管施工士

（都市ガス）の資格がなければ作業できない」と法律で厳格に定められ

ています。違法撤去は明白な法律違反ですから違反者には事件として立件

後、様々な制裁や負担が伴います。こうしたことをいま一度ご認識いただき、

ガス設備の違法撤去禁止について関係者全員への再徹底をお願いします。

その

1

例えば
こんな事が… そのままだったので、「安易な判断」で勝手に撤去しました。

「重大な法律違反」「重大な法律違反」

そのままだったので、「安易な判断」で勝手に撤去しました。
施工日に電気工事会社が訪問した

ところ、まだＬＰガス設備が

その後、この電気工事店が無資格者であったことが判明し、警察への通報により事件となりました。

違法撤去にはこんなに大きな損失が伴います。
その

2

その

3
その

4

違反者には30万円以下

の罰金や 3ヶ月以下の

懲役が科せられ、その会

社にも罰金刑が科せら

れ、経済的な損失も甚大

です。

会社はもちろん作業従

事者自身にも、解雇や減

俸といった処罰が科せ

られます。

罰金という大きな
「経済的損失」！

懲戒や減俸
といった厳しい
ペナルティー

設備の工事を

ＩＨクッキングヒーターや

 エコキュート等への取替時

取引停止など社会的信

頼を失うという、重大で

取り返しのつかない結

果となります。

取り返しのつかない
「社会的信頼の
失墜」！

捜査機関や裁判所の事

情聴取は簡単に済まさ

れるものではなく、多く

の関係者に多くの時間

がとられ、その時間的損

失は膨大なものです。

捜査や裁判等で膨大な
「時間的損失」！

東北住まいの省エネ推進協議会
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東北住まいの省エネ推進協議会

本支管
供給管

道路 敷地

ガス栓

灯外内管

供給設備 消費設備

供給設備

ガ
ス
ボ
ン
ベ

ガ
ス
メ
ー
タ
ー

消費設備

灯内内管

LPガス容器（ボンベ）からガス
メーターまでは、供給設備とい
い、LPガス販売事業者が維持
管理を行います。

R M
調整器

供給管 配  管 ガス栓

屋外設置式
給湯器など

コンロ・給湯器などの
燃焼器具

容

　
器

容

　
器

境
界
線

ガス管の移設・撤去を伴う工事が必要となる場合は、工事

の1週間前までに、お客さま自らが最寄りのガス事業者
に申し出のうえ、ガス事業者指定工事店により工事をし
ていただくように依頼し、必ず工事完了を確認したうえで

電化機器の設置工事を行うよう徹底してください。

ガス機器に至るまでの配管撤去やプラグ止め工事等に、ガ

ス漏れによる人身事故防止等「ガスの保安確保」および契

約トラブル防止の観点から、上記のガス工作物同様、お客さ
ま自らがガス事業者に連絡していただくよう依頼し、
ガス事業者指定工事店により撤去工事を行ってください。

工事店がガス
事業者に無断で
撤去することは

絶対にできません。

ガス事業者
指定工事店による

撤去を！

都市ガスの場合その

1

LPガスの場合その

2

ガスメーター

工事店がガス
事業者に無断で
撤去することは

絶対にできません。
ガス事業者

指定工事店による
撤去を！

屋外設置式
給湯器など

コンロ・給湯器
などの燃焼器具

ガス設備に関わる全ての撤去工事は、ガス会社に依頼します。

※移動型器具については、ガス事業者指定工事店以外による撤去が可能な場合もありますが、必ず事前にガス事業者に連絡し、撤去可否の確認を行ってください。

お客さま自らがガス会社に連絡し、ガス設備の

撤去を確認した後に電化機器の

設備工事をお願いします。

有資格者（液化石油ガス整備士や簡易

内管施工士）であっても、ガス事業者に

連絡を行わなければ勝手に撤去は

できません。
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●危険物取扱者試験の実施について

試 験 日 平成28年3月5日（土）
受付期間　電子申請 平成28年₁月10日（日）～₁月24日（日）
　　　　　書面申請 平成28年₁月13日（水）～₁月27日（水）
試験種類 甲種・乙種第₁～₆類・丙種
受 験 地 新潟市・長岡市・上越市

●消防設備士試験の実施について

試 験 日 平成28年3月12日（土）
受付期間　電子申請 平成28年₁月24日（日）～₂月₇日（日）
　　　　　書面申請 平成28年₁月27日（水）～₂月10日（水）
試験種類 甲種第₁～₅類・乙種第₁～₇類
受 験 地 新潟市・長岡市・上越市

（一財）消防試験研究センター　新潟県支部
〒950-0965　新潟市中央区新光町10－₃　技術士センタービルⅡ　₇階703号

TEL…025―285―7774　FAX…025―211―7011……　http://www.shoubo-shiken.or.jp

　※受験願書、免状の書換え申請書は、支部及び県内の消防署で配布しています。
　※年間の日程等については、下記にお問い合わせ下さい。…

試 験 日

試 験 日
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編集発行：新潟県電気工事工業組合
　　　　　〒 951-8068
　　　　　新潟市中央区上大川前通６番町1203番地
　　　　　＜管理部門＞　TEL　025（229）4101
　　　　　＜資材部門＞　TEL　025（229）1586

印　　刷：株式会社　大創
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〈安全標語〉　上越支部　㈾藤巻電業　藤巻初美
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